
感染者の動向
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累計感染者数 1,329 万5,605 人

累計死亡者数 新規感染の傾向

26万6,051人 ⤵（やや減少）

特記事項

Å新規感染者増は7月24日をピークに減少が続いていたが、
9月13日以降、第3波の様相。多くの州で新たな経済活
動等の規制を導入。累計感染者数1,300万人を突破。

Å死者数は緩やかながら減少傾向を見せてきたが、10月後
半以降増加傾向で、直近では5月前半以来の1日当たり
1,400人台半ばで推移している。

※出所：11/30付、米疾病予防管理センター（CDC）

米国：ビジネス活動再開に向けた基本情報
（2020年11月30日時点）

米国の州別感染者数

全米の新規感染者数は7月下旬以降、減少が続いてきたが、9月半ば以降再び増加傾向。1日当たりの新規感染数は11月後半以降、15万件
を超えている。累計の感染者数は1,300万人を突破。1日当たりの死者数も増加に転じており、直近では5月前半以来の1,400人台半ばで推移。

※出所：11/30付、米疾病予防管理センター（CDC）

（出所：CDC)

※赤色の線は7日間平均値

米国の新規感染者数の推移
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html
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米国：ビジネス活動再開に向けた基本情報（州ごとの動向）

各州による経済再開の状況（全体の概観）

Å4月下旬以降、全米50州各州で、経済再開計画を発表し、それぞれ経済活動を再開させてきた。しかし、6月下旬ごろより、南部、西部を中心に多くの州
で新規感染者数が過去最高を更新、11月上旬以降は全米の1日当たりの新規感染数が10万人を超え、感染が急拡大。経済再開のステップを保留また
は緩和した規制を再び元に戻すという州が相次いでいる。特にリスクが高いバーやレストランでの屋内飲食の夜間営業を停止させる動きが目立っている。

Å州別の累積感染者数では、カリフォルニア、テキサス、フロリダの3州がこれまで最大だったニューヨーク州を7月中に超えるに至った。7月の下旬以降に一旦は
感染拡大のピークアウトを受けたが、再び全米で感染増の傾向が続いており、多くの州で再び経済活動等を新たに制限するなどの動きが見られる。例えば、
ニューヨーク州は10月上旬に、感染密集地域（クラスター）を3段階に分けて、最もリスクの高いゾーンでは非エッセンシャル事業の停止などを命じている。

Å一般的な傾向として、トランプ政権および共和党知事州は経済再開の推進に積極的で、民主党知事州は慎重な姿勢がみられる。

先行して再開を推進した州の事例 被害の深刻度から遅くに再開を始動した州の事例

【南部】テキサス州（グレッグ・アボット知事：共和党） 【北東部】ニューヨーク州（アンドリュー・クオモ知事：民主党）

4月24日以降、業種別のガイドラインに従うことを条件に、順次州内の経済
を再開。主な経緯は次のとおり。
ü4月24日：必要不可欠なサービス以外の小売店の営業を再開。
ü4月30日：自宅待機令を解除、延長せず。
ü5月1日：小売店、レストラン、映画館、ショッピングモールの店内営業が
可能。ただし、入場者数は収容能力の最大25％に制限。

ü5月22日：飲食店の店内営業は、来店者を収容人数の50%以下に引
き上げ。バーは来店者を収容人数の25%以下に制限した上で再開。

ü6月3日：バーの営業につき着席を前提に再開範囲を広げる（上限を
25％→50％に引き上げ）。

ü6月12日：飲食店の店内営業の来店者上限を50→75％に引き上げ。
üしかし、新規感染数が急増していることから知事は6月26日、バーの閉鎖
を命令。飲食店の店内営業も来店者を収容人数の50％以下に引き戻
すなど、再開計画を一部見直し。

ü7月2日：州内ほぼ全域でマスク着用を義務付け。
➡9月21日、州内ほとんどの地域で、飲食店、小売店、オフィスビルの人数
上限を、50％→75％に緩和。
➡10月14日以降、収容率50％を上限にバーの再開可能（郡判事の判
断が必要）。

州内を10地域に分け、7つの指標(入院患者数, 1日の死者数, 病院ベッ
ドの空き状況等）を満たしている地域に、経済再開の第1段階入りを許可。
経済再開の段階は次の4段階に分かれる。
1. 建設業、製造業、卸売業、一部小売、農林水産業
2. 専門サービス、金融・保険業、小売業、事務職、不動産
3. レストラン、飲食サービス、ホテル
4. 芸術、エンターテーメント、リクリエーション，教育
現在、州内すべての地域が第4段階に入っている。
➡しかし、その後、一部地域での感染増を受けて州は10月6日、クラスターを
3つの段階に分けて、最もリスクの高いゾーンでは非エッセンシャル事業を停止
するよう命令。
➡11月13日からは、州全体に対して、バーや飲食店、ジムなどの営業時間
を午後10時から翌日午前5時まで禁止するよう命令。自宅での集まりも10
人を超える場合は、屋内外問わず禁止となる。（近隣北東部州も同様の規
制を導入）

※ニューヨーク州は、隣接州（ペンシルベニア、ニュージャージー、コネティカット、
マサチューセッツ、バーモント）以外の他州からの渡航者には原則として14日
間の自己隔離を義務付けている。

（2020年11月30日時点）

https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/us/


※出所：外務省

米国：コロナ関連の渡航規制

日本

Å日本から米国への入国者は入国
後14日間、自宅等で待機の上、
健康状態を観察し、周囲の者と
距離を置くことが求められる。

Å外務省は米国への渡航にレベル
3（渡航中止勧告）を発令中

中国

Å直近14日以内に中国本土
滞在歴のある外国人の入国
を拒否（2月2日～）

イラン

Å直近14日以内にイラン滞在歴
のある外国人の入国を拒否
（3月2日～）

欧州26 ヵ国

Å直近14日以内にシェンゲン協定圏
内の欧州26ヵ国に滞在歴のある外
国人の入国を拒否（3月13日～）

英国、アイルランド

Å直近14日以内に英国とアイルラ
ンドに滞在歴のある外国人の入
国を拒否（3月16日～）

カナダ、メキシコ

Å両国との合意の下、陸路での不要
不急の渡航を制限（3月21日～）

IN 中国、イラン、欧州26ヵ国、英国、アイルランド、ブラジルに直近14日以内に滞在歴のある外国人の入国を拒否
また、国に関わらず、一部の非移民ビザによる外国人の入国を年末まで停止・制限

OUT 米国民に対する海外全地域への渡航中止勧告を8月6日に解除し、国ごとの警告レベル設定に移行
日本への渡航は「再考せよ」のレベル3に引き下げられた
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※ジェトロ「ビジネス短信」

※ジェトロ「ビジネス短信」

※ジェトロ「ビジネス短信」

※ジェトロ「ビジネス短信」

※ジェトロ「ビジネス短信」Å カナダとメキシコから陸路か海路で渡
航してくる外国人の入国を規制（3
月20日～）
※ジェトロ「ビジネス短信」

出入国に関する渡航制限

トランプ大統領は6月24日以降、（1）特殊技能職（H-1B）、熟
練・非熟練労働者（H-2B）、（2）交流訪問者（J）、（3）企
業内転勤者（L）の3つのカテゴリーの非移民ビザによる外国人の入
国を年末まで停止・制限する大統領布告を発表。
※国務省は8月12日に例外規定のガイダンスを発表（ジェトロ「ビジネス短信」）

（2020年11月30日時点）

Å米国から海外への渡航に関する警告情報に関しては、
米国務省のトラベル・アドバイザリーを参照。

ブラジル

Å直近14日以内にブラジル滞在
歴のある外国人の入国を拒否
（5月26日～）
※ジェトロ「ビジネス短信」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html#UnitedStatesGuam2
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/2bbc1566fcf0d1ea.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/06/a896ce9220d38983.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/03/4a640ea44fe72322.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/03/023bba1325f58aaf.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/03/9a722133411a9b43.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/05/02acaab99eba7cc8.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/08/47bfb6d21e29a855.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories.html/
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/05/a20affa77354a54f.html


現地日系企業の活動状況

米国：コロナ禍における在米日系企業の動向

ểḰ ḭ

Å自宅待機令はほぼ解除され、ほとんどの企業が操業中。但し、製造業の工場等では感染者が発生するたびにラインを止めざるを得な
い状況に直面する。現地労働者の中には、衛生ルールが浸透しにくいとの課題もある。オフィス業務では、州政府のガイドラインを上限と
した再開を開始するも、公共交通機関利用などによる感染懸念等から、実際の出勤比率は1～2割が現状。在宅勤務が定着。
Å業種ごとに異なるものの、例えば、自動車産業では生産がほとんど停止に追い込まれた4～5月から比べて、8月あたりからはパンデミック
前の状況に近いレベルまで回復。

ỄḰ

Åパンデミックの影響が直撃した分野では、人員整理に踏み切った例も見られるが、解雇ではなく一時帰休などで対応し雇用を継続する
例が多くみられる。
Å他方、連邦の景気刺激策による失業保険の上乗せ（600ドル/週）給付で、働かなくてもパンデミック以前より高い給与を得られること
で、職場に戻ってこないとのケースも散見。上乗せ給付終了を受けて、今後、戻ってくることに期待。

ễḰ ︣ ṕ6/24 Ṗ

Å在日の米国大使館・総領事館で期日直前にビザ発給を受けた事例も散見されるが、制限対象となってしまったビザでの駐在員派遣は
概ね凍結状態となっている。
Å中には、Lビザでの赴任予定をEビザに切り替えて対応する例も見られる。

ỆḰ

Å在宅勤務の長期化を受けて、新規顧客の開拓、新規事業の発案といった面で制約を受けている企業も多い。リモートのコミュニケーショ
ンでは、従来事業を継続していくことに大きな障害はないが、人同士で集まって新しいアイデアなどを考え出していく点では限界も。
Åアフター・コロナ（ウィズ・コロナ、ニュー・ノーマル）において、働き方のみならず、人々の嗜好や消費動向がどう変わっていくのか、既存の
まま続く産業とそうではない産業がどう分かれていくのかを見極める必要があるとの見方が多い。
Åデジタル化が進む中での自社の固定費削減、およびデータを活用しての新たなサービス、ビジネスモデルづくりが今後の大きな課題

（2020年11月30日時点）

Ḳ שּ
Ḳ ḱ ṇ ṕ 5 Ḳ6/26 Ṍ7/1 Ṗ
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https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/covid-19/us/doc_us_20200702.pdf


ü קּ קּ ḱ ḱ ṇ פֿ
ü ︡ EC ︡ פֿ
ü ṇ וֹ ṇ פֿ

１.ビジネス短信、企業個別相談・ウェビナー

２.オンラインを中心とした商談機会等のご提供

３.スタートアップ支援、オープンイノベーション

（2020年11月30日時点）
米国：With コロナにおける今後のジェトロ事業の方向性

Å 連邦政府、州政府のコロナ対応やビジネス状況をビジネス短信でお届け。
https://www.jetro.go.jp/biznewstop/n_america/us/biznews/

Å 在米日系企業向け法務・労務、税務・会計の個別相談もオンライン・
ツールも用いながら対応しています。動画解説も掲載しています。

https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/us/

Å 海外コーディネーター（農林水産・食品分野）による輸出相談サービス。
https://www.jetro.go.jp/services/coordinator.html

Å グローバル・アクセラレーション・ハブ（JHUB ）
全米6カ所のアクセラレーターより、現地情報の提供、メンタリング、コワーキング
スペースの提供を年間を通じて行います。
https://www.jetro.go.jp/services/jhub.html

Å スタートアップ向けイベント/ オープンイノベーション関係情報
現地情報ウェビナーや短期集中プログラム（BootCamp）や
オープンイノベーション関係のウェビナーやプログラムも掲載しています。
https://www.jetro.go.jp/themetop/innovation/

Å デジタル化した各種展示会等にジャパンブースを設置し、販路拡大をご支
援します。オンラインを使った商談も導入していきます。

https://www.jetro.go.jp/eventstop/n_america/us/events/

Å EC販売プロジェクト（JAPAN MALL 事業）を通じた北米市場への輸
出サポートもしています。

https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall.html

日本産食品が使われる日本食レストラン
等向けにオンライン相談も米国で実施

日用品分野展示会「Shoppe Object 」
がデジタル化。ジャパン・ブースを設置。

オープンイノベーション
関係ウェビナー（例）

「今後のイノベーション
を考える」

新型コロナ関連のお問い合わせJ
Å北米の新型コロナウイルス感染拡大の影響情報

https://www.jetro.go.jp/world/covid -19/us/
Å日本国内の企業の皆様のお問い合わせ

東京 03 - 3582 - 5651 （平日9時～12 時/13 時～17 時）
Å在米日系企業からの相談窓口

（北東部）ニューヨーク事務所 info - nya@jetro.go.jp
（北西部）サンフランシスコ事務所sfc - marketing@jetro.go.jp
（南西部）ロサンゼルス事務所 lag - research@jetro.go.jp
（中西部）シカゴ事務所 CGO@jetro.go.jp
（南部） ヒューストン事務所 inqu - hou@jetro.go.jp
（南東部）アトランタ事務所 ama@jetro.go.jp

米国のコロナ
関係経済支
援策等を動
画で解説
（オンディマ
ンド）
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